
●学校の教職員のメ ンタルヘルス対策を労働安全衛生の観点

から、 川口市教育委員会と し て重視。 20 年以上にわたり 、

メ ンタ ルヘルスカウンセラーなどの独自のメ ンタ ルヘルス

対策の仕組みを運用

令和3 年度の川口市教育委員会の教職員は約2 ,500 人

と いう 教育委員会と しては大規模に相当する人数になり

ます。

職場のメ ンタ ルヘルス対策を、 各学校現場の管理職任

せにすることなく 、 教育委員会が中心と なって、 教職員

の労働安全衛生に取り 組んでいます。

川口市教育委員会の最大の特徴と し ては、 平成19 年

から始まった「 メ ンタ ルヘルスカウンセラー」と いう 、 教

職員を対象にし たカウンセラーの取り 組みが挙げられま

す。 現在は2 名配置しており 、 2 名のう ち 1 名は元教員、

もう 1 名は学校に常勤し ていたスクールカウンセラーと

いう 、 学校における働き方や勤務の特性などの学校現場

の実情に詳しい人材が、 メ ンタ ルヘルスカウンセラーを

担っています。 メ ンタルヘルスカウンセラーは年間400

回程度、 教職員の希望に応じ て、 各学校に訪問または電

話・ メ ールなどで対応するなど、 教職員に対するカウン

セリ ング体制が整っています。

また、 学校教職員労働安全衛生管理規程を、 全国の教

育委員会に先駆けて平成10 年に設けており 、 長年にわ

たって労働安全衛生管理の分野に力を入れています。
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要旨・ ポイント

川口市教育委員会のメ ンタ ルヘルスカウンセラーの取り 組

みは、 新年度に校長会で案内し 、 校長経由で各学校の教職員

へ周知さ れています。 また、 校長からの周知以外にも、 各学

校や教育委員会などに掲示さ れているチラシやポスターを見

て、 面談を申し込む教職員も多く います。 予約は、 電話で教

育委員会を経由せずにカウンセラーに直接申し 込む形と なっ

ており 、 カウンセリ ングの場所は申し 込んだ教職員の希望の

場所（ 学校で行う 場合もあれば市役所の空き会議室を使う こ

と もある）で行われます。

教職員からの相談件数は年々増えており 、 令和3 年度にお

メ ンタルヘルスカウンセラー

いては、 前年度比1 .5 倍と なり まし た。 学校現場の教職員か

らは、「 教育委員会や管理職を通じ てではなく 、 直接相談の

申し 込みができるので気が楽」、「（ 産業医ではなく ）まずはカ

ウンセラーに相談したい」、「 早めに相談できたこと で休職が

回避できた」と いう 声が上がっています。

メ ンタ ルヘルスカウンセラ ーによる面談後の体制と し て

は、 メ ンタ ルヘルスカウンセラーによる面談を続けていく 者

もいれば、 必要な者には心療内科へつないだり 、 業務改善に

向けた学校管理職へのフィ ード バッ クも行っています。 面談

後、 教職員に対し て適切な支援ができるよう 、 メ ンタ ルヘル

スカウンセラーは地域の精神科医や心療内科医を熟知してい

ます。

外部の専門家医との連携は、 復職支援の際にも発揮されて

おり 、 休職し ている教職員と医師と の間に入って調整を行う

など、 必要な支援を行っています。

また、 教育委員会へはメ ンタ ルヘルスカウンセラーから月

に一度、教職員と の面談状況について報告が行われています。

教育委員会もメ ンタルヘルスカウンセラーからの報告を踏ま

えて、 各学校の管理職への働きかけなど、 必要な措置を行っ

ています。

その他の川口市教育委員会の特徴的な施策とし ては、 新規

採用教員を対象と した「 メ ンタ ー制度」が挙げられます。 管理

職などが、 新規採用教員と 年齢が近い教職経験3 ～ 5 年目の

教員をメ ンタ ーに任命・ ペアリ ングを行い、定期的にメ ンタ ー

の状況把握をし たり 、 教育委員会がメ ンタ ーを集めて指導助

言を実施し たり し ています。

また、 保護者対応や電話応対の際に、 原則とし て新規採用

教員に一人では対応さ せず、 管理職や学年主任が同席してサ

ポート するラインによるケア体制が構築さ れています。

各学校の衛生管理者や衛生推進者を対象に、 定期的に教職

員の労働安全衛生推進の取り 組みやメ ンタ ルヘルスケアにつ

いて、 研修会を開催し ています。 講師は労働基準協会に派遣

を依頼すること もあり ます。

また、 上述のメ ンタ ー制度においては、 メ ンタ ー・ メ ン

ティ ー向けにそれぞれ研修を行っています。 更に、 学校の管

理職向けの労働安全衛生管理についての研修会も実施してい

新規採用教員への
メ ンター制度やラインによるケア
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ます。

なお、 各学校においても、 メ ンタルヘルスカウンセラーに

よるメ ンタ ルヘルスケアの研修が行われています。

これらにより 、 川口市教育委員会においては、 学校現場の

教職員全体に、 労働安全衛生に対する意識づけが図られてい

ます。 さ まざまな施策の結果は、 川口市の精神疾患による休

職者の比率は、 教職員全体の0.3 ～ 0 .4％で推移し ており 、

全国平均（ 1 .0 3％）以下の数値であると いう 結果にも現れて

います。

法令遵守の観点では常時50 人以上の事業場において、 以

下の実施が産業保健機能と し て、 求められています。

・ 年1 回の健康診断と就業判定

・ 年1 回のスト レスチェ ッ クの実施と 高スト レス者の面談

希望者と 産業医などの医師と の面談

・ 毎月の安全衛生委員会の実施（ 衛生管理者と 産業医が参加

すること ）

・ 少なく と も 、 2 カ月に1 回の産業医による職場巡視

・ 過重労働（ 月間80 時間超の残業時間が2 ～ 3 カ月連続で

続く 状態、 もし く は月間100 時間超の残業を対象に産業

医などの医師と の面談が必須）

川口市教育委員会においては、 労働安全衛生法令で求めら

れる事項が、 必ずし もすべて遵守できている状況ではないも

のの、 法令上義務づけられていない教職員数50 人未満の学

校も含めたすべての学校で産業医が任命さ れており 、 安全衛

生委員会の設置率やスト レスチェ ッ クの実施率も 100％と

なっています。

川口市教育委員会　 メ ンタルヘルスケアの指針

労働安全衛生の
法令遵守への対応状況

川口市教育委員会　 衛生推進の手引き

川口市教育委員会はほかの多く の教育委員会と 比べる

と 高いレベルで労働安全衛生の取り 組みを行っ ていま

す。 現状、 改善点はいく つかあるものの、 精神疾患によ

る教職員の休職率が全国平均に比べれば低いこと が取り

組みの効果を証明し ていると 言えます。

また、 産業医などの医師に相談をするこ と の心理的

ハード ルが高いと いう 声も 教職員の中にはあるこ と か

ら、 産業医などとは別に、 川口市教育委員会のメ ンタル

ヘルスカウンセラーのよう な相談員を配置すること で、

教職員が働き方や職場の人間関係、 健康についての悩み

などを気軽に相談できる関係性やコミ ュニティ づく り の

構築が期待できます。 なお、 相談員は、 心理の専門家と

し ての知見が重要であると と もに、 教職員の悩みや課題

を聞き取り 、 業務改善につなげるという 労働安全衛生の

観点から、 学校の実態にも精通し ている人材が望ましい

と 言えます。

取り 組みの評価・ 今後の展望

（ 刀禰真之介）

88


